
平
成
二
十
四
年
三
月
十
二
日
提
出

質

問

第

一

三

四

号

教
科
書
問
題
及
び
Ｉ
Ｌ
Ｏ
／
ユ
ネ
ス
コ
『
教
員
の
地
位
に
関
す
る
勧
告
』
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

服

部

良

一
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教
科
書
問
題
及
び
Ｉ
Ｌ
Ｏ
／
ユ
ネ
ス
コ
『
教
員
の
地
位
に
関
す
る
勧
告
』
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

本
件
提
出
者
は
平
成
二
四
年
一
月
三
一
日
付
「
教
科
書
問
題
及
び
Ｉ
Ｌ
Ｏ
／
ユ
ネ
ス
コ
『
教
員
の
地
位
に
関
す
る
勧
告
』
に

関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
以
下
「
一
月
三
一
日
付
質
問
主
意
書
」
と
表
記
す
る
）
を
提
出
し
、
同
年
二
月
一
〇
日
付
で
内
閣
よ

り
答
弁
書
（
以
下
「
二
月
一
〇
日
付
政
府
答
弁
書
」
と
表
記
す
る
）
を
受
領
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
一
月
三
一
日
付
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
「
二
月
一
〇
日
付
政
府
答
弁
書
」
の
内
容
に
は
、
見
解
・
認
識
等
に
お
い
て
、

い
く
つ
か
不
明
瞭
な
点
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
再
質
問
書
を
提
出
す
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

「
一
月
三
一
日
付
質
問
主
意
書
」
質
問
一
に
対
す
る
「
二
月
一
〇
日
付
政
府
答
弁
書
」
回
答
の
末
尾
に
「
児
童
の
権
利
に

関
す
る
委
員
会
の
指
摘
は
当
た
ら
な
い
こ
と
等
を
、
同
委
員
会
（
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
）
に
対
し
て
伝
え
た
と
こ
ろ
で
あ

る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
「
当
た
ら
な
い
こ
と
等
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
答
弁
書
の
記
載
は
要
旨
で
あ
っ
て
全
文
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
全
文
及
び
、
「
伝
え
た
」
日
時
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
一
月
三
一
日
付
質
問
主
意
書
」
質
問
二
で
、
扶
桑
社
・
自
由
社
版
中
学
校
歴
史
教
科
書
の
本
文
記
述
「
王
政
復
古
の
大

号
令
の
中
で
は
（
中
略
）
『
維
（
こ
）
れ
新
た
な
り
』
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
こ
で
幕
末
か
ら
明
治
維
新
に
い
た

一



る
一
連
の
変
革
を
明
治
維
新
と
よ
ぶ
」
に
対
し
、
二
〇
一
〇
年
度
の
検
定
に
お
い
て
「
誤
り
で
あ
る
」
と
の
検
定
意
見
が
付

さ
れ
、
削
除
さ
れ
た
が
、
同
様
の
記
述
が
二
〇
〇
〇
年
度
の
検
定
に
提
出
さ
れ
た
扶
桑
社
版
中
学
歴
史
教
科
書
以
来
、
二
〇

〇
八
年
度
検
定
ま
で
の
「
四
回
の
検
定
で
は
」
何
ら
の
検
定
意
見
が
付
さ
れ
る
こ
と
な
く
検
定
合
格
と
さ
れ
た
。
こ
の
事
実

に
基
づ
い
て
、
「
こ
の
よ
う
な
杜
撰
な
『
検
定
』
を
行
っ
た
の
は
な
ぜ
か
」
と
質
問
し
た
。

し
か
し
、
「
二
月
一
〇
日
付
政
府
答
弁
書
」
の
回
答
「
二
の
�
に
つ
い
て
」
で
は
、
右
の
本
文
記
述
に
つ
い
て
は
二
〇
一

〇
年
度
の
検
定
に
お
い
て
「
（
右
の
通
り
の
）
検
定
意
見
を
付
し
た
も
の
で
あ
り
、
『
杜
撰
な
「
検
定
」
を
行
っ
た
』
と
の

御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
」
と
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
過
去
四
回
の
検
定
で
は
何
ら
の
意
見
も
付
さ
な
か
っ
た
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

右
の
「
明
治
維
新
」
の
語
源
に
関
す
る
誤
っ
た
本
文
記
述
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
、
扶
桑
社
版
及
び
自
由
社
版
中
学

校
歴
史
教
科
書
の
二
〇
〇
〇
年
度
以
後
、
四
回
の
検
定
に
付
さ
れ
た
事
実
が
判
明
し
て
い
る
。

�

扶
桑
社
版
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
」
・
二
〇
〇
〇
年
度
検
定
申
請
本

「
王
政
復
古
の
大
号
令
は
、
神
武
天
皇
の
建
国
の
精
神
に
立
ち
戻
る
こ
と
を
う
た
っ
た
。
そ
の
中
で
、
旧
来
の
も
の
す

べ
て
を
改
め
、
す
べ
て
を
新
た
に
始
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
『
維
れ
新
た
な
り
』
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
の
で
、
幕

二



末
か
ら
明
治
初
期
に
い
た
る
一
連
の
変
革
を
明
治
維
新
と
よ
ん
だ
。
」
（
一
九
一
ペ
ー
ジ
）

�

扶
桑
社
版
「
改
訂
版
・
新
し
い
歴
史
教
科
書
」
・
二
〇
〇
四
年
度
検
定
申
請
本

「
王
政
復
古
の
大
号
令
の
中
で
は
、
旧
来
の
も
の
を
改
め
、
す
べ
て
を
新
た
に
始
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
『
維
れ
新
た

な
り
』
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
い
た
る
一
連
の
変
革
を
明
治
維
新
と
よ
ぶ
。
」

（
一
四
二
か
ら
一
四
三
ペ
ー
ジ
）

�

自
由
社
版
「
新
編
・
新
し
い
歴
史
教
科
書
」
・
二
〇
〇
八
年
度
検
定
・
初
回
申
請
本

「
王
政
復
古
の
大
号
令
の
中
で
は
、
旧
来
の
も
の
を
改
め
、
す
べ
て
を
新
た
に
始
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
『
維
れ
新
た

な
り
』
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
い
た
る
一
連
の
変
革
を
明
治
維
新
と
よ
ぶ
。
」

（
一
四
二
か
ら
一
四
三
ペ
ー
ジ
）

�

自
由
社
版
「
新
編
・
新
し
い
歴
史
教
科
書
」
・
二
〇
〇
八
年
度
検
定
・
�
）
が
不
合
格
後
の
再
申
請
本

（
右
記
�
の
記
述
と
同
一
）

こ
れ
ら
四
回
の
検
定
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
年
度
の
場
合
も
こ
の
本
文
記
述
に
検
定
意
見
が
付
さ
れ
る
こ
と
な
く
検
定
は

終
了
し
て
い
る
。

三



以
上
の
事
実
経
過
に
基
づ
き
、
以
下
の
質
問
を
す
る
。

�

「
二
月
一
〇
日
付
政
府
答
弁
書
」
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
〇
年
度
検
定
で
は
検
定
意
見
を
付
し
て
上
記
の
記
述
の
誤
り

を
是
正
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
二
〇
〇
〇
〜
二
〇
〇
八
年
の
検
定
に
お
い
て
は
、
一
度
も
検
定
意
見
を
付

し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
を
質
問
す
る
。
な
お
、
検
定
実
務
者
は
四
回
で
数
十
人
に
及
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
事
態
と
な
っ
た
の
か
、
特
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

い
わ
ゆ
る
「
旭
川
学
力
テ
ス
ト
事
件
」
に
対
す
る
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
（
一
九
七
六
年
五
月
二
一
日
）
で
は
、
教

育
行
政
に
お
い
て
「
例
え
ば
、
誤
っ
た
知
識
や
一
方
的
な
観
念
を
子
ど
も
に
植
え
つ
け
る
よ
う
な
内
容
の
教
育
を
施
す
こ

と
を
強
制
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
憲
法
二
六
条
、
一
三
条
の
規
定
上
か
ら
も
許
さ
れ
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

判
示
し
て
い
る
。

「
明
治
維
新
」
の
語
源
に
関
す
る
教
科
書
記
述
の
誤
り
を
是
正
す
る
べ
き
検
定
上
の
義
務
を
、
政
府
が
長
年
に
渡
っ
て

怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
大
法
廷
判
決
で
例
示
さ
れ
た
憲
法
違
反
の
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
前
記
四
回
の
検
定
で
合
格

し
た
�
�
�
の
教
科
書
の
供
給
本
で
学
ん
だ
中
学
生
の
多
く
は
す
で
に
卒
業
し
て
い
る
た
め
、
正
確
な
知
識
を
知
る
権
利

を
侵
害
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

四



そ
こ
で
、
何
ら
か
の
方
法
で
こ
れ
ら
の
既
卒
者
た
ち
に
正
確
な
知
識
を
知
ら
せ
、
人
権
侵
害
の
状
況
を
解
消
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
及
び
具
体
的
な
対
応
方
針
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

前
掲
�
�
の
教
科
書
供
給
本
は
、
二
〇
一
一
年
四
月
の
中
学
一
年
生
に
渡
さ
れ
、
地
理
と
歴
史
は
並
行
学
習
で
二
年
間

そ
の
教
科
書
を
使
用
す
る
た
め
、
杉
並
区
や
大
田
原
市
、
横
浜
市
（
一
八
採
択
地
区
の
う
ち
の
八
採
択
区
）
な
ど
の
公
立

中
学
で
は
、
二
〇
一
三
年
三
月
ま
で
の
中
学
校
在
籍
生
徒
に
も
前
記
卒
業
生
と
同
様
の
人
権
侵
害
が
生
じ
る
こ
と
に
な

る
。幸

い
、
中
学
校
に
在
籍
中
の
生
徒
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
二
、
三
年
生
を
含
め
、
中
学
校
を
通
し
て
の
是
正
及
び
救
済

措
置
が
比
較
的
確
実
か
つ
容
易
に
実
施
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
政
府
（
文
部
科
学
省
）
は
現
在
の
中
学
校
在
籍
生

徒
に
対
す
る
上
記
人
権
侵
害
状
況
是
正
等
の
措
置
を
ど
の
よ
う
に
講
じ
る
の
か
、
年
度
末
を
控
え
迅
速
な
対
応
が
必
要
な

状
況
を
踏
ま
え
、
具
体
的
な
方
策
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
二
月
一
〇
日
付
政
府
答
弁
書
」
の
回
答
「
二
の
�
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
一
月
三
一
日
付
質
問
主
意
書
」
で
扶
桑
社
及

び
自
由
社
の
教
科
書
に
つ
い
て
「
数
々
の
誤
り
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
」
と
明
記
し
た
こ
と
に
対
し
、
「
御
指
摘
の
『
数
々
の

誤
り
』
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
前
出
の
「
明
治
維
新
」
の
語
源
の
誤
記
を
是
正
さ

五



せ
た
二
〇
一
〇
年
度
の
検
定
で
、
自
由
社
版
申
請
本
に
検
定
意
見
を
付
し
た
の
と
同
じ
記
述
が
前
出
�
の
申
請
本
に
も
載
っ

て
い
る
こ
と
は
、
文
部
科
学
省
の
検
定
実
務
者
の
手
元
に
あ
る
�
申
請
本
を
精
査
す
れ
ば
、
容
易
に
判
明
す
る
こ
と
で
あ

る
。ま

た
、
検
定
に
お
い
て
は
前
例
と
の
整
合
性
が
問
わ
れ
る
の
で
、
そ
う
し
た
不
整
合
の
事
例
が
多
数
生
じ
た
こ
と
に
検
定

実
務
者
た
ち
が
ま
っ
た
く
気
付
い
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
不
作
為
の
疑
い
が
生
じ
る
。

さ
ら
に
、
す
で
に
情
報
公
開
さ
れ
た
関
係
資
料
な
ど
に
拠
っ
て
、
民
間
団
体
な
ど
が
精
査
作
業
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
も

公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
�
の
申
請
本
に
記
載
さ
れ
て
い
な
が
ら
二
〇
〇
八
年
度
の
検
定
で
は
意
見
を
付
さ

れ
ず
に
供
給
本
に
残
り
、
二
〇
一
〇
年
度
の
検
定
で
は
意
見
を
付
さ
れ
書
き
換
え
ら
れ
た
事
例
が
、
合
計
四
〇
件
超
あ
る
こ

と
が
判
明
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�

前
記
の
よ
う
な
不
整
合
の
事
例
多
数
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
す
で
に
半
年
以
上
に
な
る
が
、
政
府
（
文
部
科
学
省
）
は

こ
の
事
態
を
把
握
し
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
把
握
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
不
作
為
で
あ
る
と
指
摘
す

る
が
、
そ
う
し
た
指
摘
に
対
し
て
の
所
見
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六



�

す
で
に
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
一
の
記
述
に
対
し
、
あ
る
時
は
不
問
と
し
、
あ
る
時
は
意
見
を
付
す
と
い
う

検
定
の
恣
意
的
、
便
宜
的
な
運
用
実
態
に
対
し
て
、
「
職
権
濫
用
で
あ
り
違
法
で
あ
る
」
と
の
判
断
が
司
法
の
場
で
は
確

定
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
照
ら
し
、
こ
の
事
態
に
ど
う
対
処
す
る
所
存
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で

言
う
司
法
の
判
断
と
は
、
い
わ
ゆ
る
第
三
次
家
永
教
科
書
訴
訟
の
東
京
高
裁
判
決
（
一
九
九
三
年
一
〇
月
二
〇
日
）
と
、

最
高
裁
判
決
（
一
九
九
七
年
八
月
二
九
日
）
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
時
の
判
決
に
よ
り
国
（
文
部
省
）
側
は
賠
償
金
の
支

払
い
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

四

「
二
月
一
〇
日
付
政
府
答
弁
書
」
に
お
い
て
は
、
「
一
月
三
一
日
付
質
問
主
意
書
」
で
「
検
定
済
教
科
書
に
も
誤
り
が
あ

る
」
と
説
明
す
る
こ
と
も
正
当
な
指
導
で
あ
る
と
の
判
断
に
対
し
て
の
見
解
を
問
わ
れ
、
「
各
学
校
に
お
い
て
は
、
学
習
指

導
要
領
に
基
づ
き
、
教
科
用
図
書
を
使
用
し
て
、
適
切
な
指
導
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
」
と
の
み
、
回
答
し
て
い

る
。
具
体
性
に
欠
け
る
回
答
で
あ
り
、
再
度
以
下
の
質
問
を
す
る
。

�

「
二
月
一
〇
日
付
政
府
答
弁
書
」
の
「
教
科
用
図
書
を
使
用
し
て
、
適
切
な
指
導
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
の
回
答

は
、
「
検
定
に
合
格
し
た
教
科
用
図
書
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
記
述
の
誤
り
が
判
明
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
指
導
が

行
わ
れ
る
べ
き
」
と
も
解
さ
れ
、
「
明
白
に
誤
り
が
判
明
し
て
い
る
記
述
部
分
の
学
習
で
は
、
そ
の
部
分
に
限
り
教
科
用

七



図
書
を
使
用
し
な
い
」
と
い
う
教
育
現
場
の
判
断
も
許
容
し
な
い
見
解
で
あ
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
こ
の
回
答
は
、
こ
う

し
た
見
解
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

二
〇
〇
七
年
六
月
に
改
正
さ
れ
た
学
校
教
育
法
に
新
設
さ
れ
た
「
第
二
章
・
義
務
教
育
」
の
「
第
二
一
条
・
普
通
教
育

の
目
標
」
で
は
、
そ
の
第
一
号
に
お
い
て
「
公
正
な
判
断
力
」
の
育
成
を
明
示
し
て
い
る
。
判
断
力
の
育
成
に
は
、
多
面

的
、
弾
力
的
で
相
対
的
に
社
会
現
象
を
把
握
で
き
る
学
習
環
境
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
検
定
を
経
た
教
科
書
と
い

え
ど
も
学
習
の
場
で
は
相
対
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
に
お
い
て
文
部
科
学
省
令
に

準
じ
た
も
の
と
さ
れ
る
学
習
指
導
要
領
の
規
定
に
優
越
し
た
解
釈
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
文
科
省
自
身
が
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
一
七
日
の
『
文
部
広
報
』
一
〇
二
六
号
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
「
学
習

指
導
要
領
は
上
限
基
準
」
と
し
て
き
た
指
導
は
誤
り
で
、
「
最
低
基
準
」
で
あ
る
と
訂
正
し
た
事
実
が
あ
る
。

従
っ
て
、
「
二
月
一
〇
日
付
政
府
答
弁
書
」
に
あ
る
「
適
切
な
指
導
」
に
は
「
検
定
済
教
科
書
に
も
誤
り
が
あ
る
」
と

生
徒
に
説
明
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
と
の
解
釈
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
の
可
否
を
、
抽
象
化
す

る
こ
と
な
く
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。

五

「
二
月
一
〇
日
付
政
府
答
弁
書
」
は
「
一
月
三
一
日
付
質
問
主
意
書
」
の
「
三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て
」
回
答
を
ひ
と
く

八



く
り
に
し
て
い
る
。
よ
っ
て
以
下
に
つ
い
て
明
確
に
回
答
さ
れ
た
い
。

�

「
二
月
一
〇
日
付
政
府
答
弁
書
」
回
答
に
は
「
御
指
摘
の
『
勧
告
』
に
つ
い
て
は
、
旧
文
部
省
か
ら
、
都
道
府
県
の
各

教
育
委
員
会
に
対
し
て
送
付
し
、
周
知
を
図
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
日
時
、
及
び
、
そ
の
態
様
に
つ
い
て
、
本
「
勧

告
」
コ
ピ
ー
を
配
布
し
た
の
み
か
、
本
「
勧
告
」
が
採
択
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
の
解
説
を
付
し
た
か
等
、
具
体
的
に
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
こ
の
『
勧
告
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
実
情
や
法
制
に
適
合
し
た
方
法
で
取
り
組
む
べ
き
も
の
と
考
え
て

お
り
、
各
教
育
委
員
会
に
対
し
て
御
指
摘
の
よ
う
な
指
導
を
行
う
予
定
は
な
い
」
と
い
う
回
答
は
、
「
勧
告
」
六
一
項

（
教
員
は
…
…
教
科
書
の
選
択
、
教
育
方
法
の
採
用
な
ど
に
つ
い
て
不
可
欠
な
役
割
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
）
、
四
九
項

（
教
員
団
体
は
懲
戒
問
題
を
扱
う
機
関
の
設
置
に
当
た
っ
て
、
協
議
に
あ
ず
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
、
八
四
項
（
教

員
と
使
用
者
と
の
間
の
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
、
適
切
な
合
同
の
機
構
が
設
置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
に
つ
い
て
、

「
我
が
国
の
実
情
や
法
制
に
適
合
し
た
方
法
で
は
な
い
」
と
政
府
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
が
、

こ
の
解
釈
は
正
当
で
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
こ
れ
以
外
の
本
「
勧
告
」
項
目
で
、
「
我
が
国
の
実
情
や
法
制
に
適
合
し
て
い
な
い
」
と
さ
れ
る
項
目
が
あ
れ

九



ば
、
該
当
項
目
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
一
月
三
一
日
付
質
問
主
意
書
」
の
質
問
五
は
、
本
年
一
月
一
六
日
最
高
裁
判
決
が
、
東
京
都
教
育
委
員
会
に
よ
る

「
日
の
丸
・
君
が
代
」
不
起
立
教
員
へ
の
減
給
以
上
の
懲
戒
処
分
を
違
法
と
断
罪
し
た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
本
「
勧
告
」

の
四
九
項
、
八
四
項
が
実
践
さ
れ
れ
ば
、
当
該
違
法
処
分
も
避
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ

た
。し

か
し
、
「
二
月
一
〇
日
付
政
府
答
弁
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
ま
た
、
こ
の
『
勧
告
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の

実
情
や
法
制
に
適
合
し
た
方
法
で
取
り
組
む
べ
き
も
の
と
考
え
て
お
り
、
各
教
育
委
員
会
に
対
し
て
御
指
摘
の
よ
う
な
指

導
を
行
う
予
定
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
今
後
、
当
該
違
法
処
分
の
よ
う
な
違
法
行
為
を
各
教
育
委
員

会
が
犯
し
、
教
職
員
の
人
権
を
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
ど
の
よ
う
な
指
導
を
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

一
〇


